
　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
　

◆
小
熊
住
宅
（
赤
泊
）

　※

単
身
で
の
入
居
申
し
込
み
可
能

　
所
在
地
　
徳
和
６
４
７
番
地
１

　
規
　
格
　
木
造
２
階
建
て

　
　
　
　
（
複
層
住
戸
／
メ
ゾ
ネ
ッ
ト
）

　
　
　
　
　
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
平
成
17
年
度
建
設

　
募
集
戸
数
　
１
戸

　
月
額
家
賃
　
３
万
３
０
０
０
円
（
定
額
）

申
込
方
法
　
市
役
所
建
設
課
ま
た
は
各
支
所

・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
住
宅
担
当

窓
口
へ
、
申
請
書
な
ど
必
要
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
　
９
月
30
日
（
金
）
午
後
５
時

入
居
可
能
日
　
10
月
下
旬
（
応
募
数
に
よ
り

期
間
が
延
び
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

注
意
事
項
　
入
居
に
際
し
、
次
の
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
○
市
内
在
住
の
連
帯
保
証
人
２
名

　
○
敷
金
（
家
賃
の
３
か
月
分
）

※

事
前
に
住
宅
内
部
の
見
学
も
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
建
設
課 

住
宅
係
　
☎
63―

５
１
１
８

　
ま
た
は
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
の
公
営
住
宅
担
当
窓
口
へ

募
集
期
間
　
随
時

職
種
　
介
護
員
、
訪
問
介
護
員

受
験
資
格
　
介
護
福
祉
士
ま
た
は
訪
問
介
護

員
２
級
以
上
の
資
格
を
有
す
る
方

試
験
内
容
　
面
接

採
用
予
定
人
数
　
若
干
名

給
与
　
佐
渡
市
社
会
福
祉
協
議
会
臨
時
職
員

等
就
業
規
程
に
よ
り
支
給
。
賞
与
、
諸
手

当
あ
り
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
　

佐
渡
市
社
会
福
祉
協
議
会
　

総
務
課
総
務
企
画
係
　

☎
81―

１
１
５
５

★
面
談
方
式
で
す
。事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

日
時
　
９
月
26
日（
月
）〜
30
日（
金
）

　
　
　
午
後
１
時
〜
午
後
５
時

場
所
　
市
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

・
土
地
や
建
物
の
売
買
、
贈
与
、
相
続
、
担

保
権
の
設
定
等
の
手
続
き

・
会
社
・
法
人
の
設
立
、
変
更
等
の
登
記
問
題

・
建
物
の
新
築
、
増
築
に
つ
い
て
の
手
続
き

・
金
銭
の
貸
し
借
り
、
借
地
・
借
家
等
の
ト

ラ
ブ
ル
の
申
し
立
て

・
多
重
債
務
者
の
調
停
、
訴
訟
、
自
己
破
産

等
に
よ
る
救
済
の
申
し
立
て

・
訪
問
販
売
の
解
約
、
保
証
人
、
隣
地
間
の

も
め
事
等
の
手
続
き

・
家
庭
内
の
人
間
関
係
と
結
婚
、
離
婚
、
内

縁
等
の
問
題
の
手
続
き

・
遺
言
の
方
法
と
相
続
手
続
き

・
高
齢
者
の
今
後
の
財
産
管
理
等
（
生
前
贈

与
・
遺
言
・
負
担
付
遺
贈
・
死
因
贈
与
・
信

託
・
財
産
管
理
委
任
契
約
等
の
手
続
き
）

そ
の
他
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
　
　

司
法
書
士
会
佐
渡
支
部 

☎
55―

３
１
１
７

【
応
募
資
格
】

※
項
目
①
〜
④
の
全
て
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
。

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
先
が
あ
る
か
、

住
所
を
移
そ
う
と
し
て
い
て
、
公
租
公

課
（
市
税
な
ど
）
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と

②
申
込
者
（
同
居
す
る
親
族
を
含
む
）
が

「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
」
第
２
条
第
６
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

③
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

④
収
入
（
所
得
金
額
の
合
計
か
ら
各
種
控

除
を
行
っ
た
額
）
の
月
額
が
15
万
８
０

０
０
円
以
上
48
万
７
０
０
０
円
以
下
で

あ
る
こ
と

人権擁護委員の委嘱
　平成23年７月1日付けで人権擁護委員の委嘱の

発令がありました。

渡邉　朝子さん　佐渡市両津湊　　☎27－2829

雜賀　豊喜さん　佐渡市新穂皆川　☎22－2814

木下　良則さん　佐渡市宮川　　　☎66－3945

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、憲法で

保障された基本的人権を擁護するため、みなさん

の身の回りで起きた困りごとや心配ごと等の相談

に応じます。(相談は無料、秘密は固く守られます )

ありがとうございました
退職人権擁護委員に法務大臣感謝状の贈呈

　平成23年７月１日付けで人権擁護委員を退職

されました河原幹雄さん（佐渡市畉田）に、同日

付けで法務大臣の感謝状が贈呈されました。

　河原さんは、平成17年７月１日から地域の人

権擁護の活動にご尽力いただきました。その永年

の功績を讃えるものです。大変ありがとうござい

ました。

◆新潟地方法務局佐渡支局　☎74－3787

お
　
知
　
ら
　
せ

公
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

佐
渡
市
社
会
福
祉
協
議
会

臨
時
職
員
募
集

15


